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（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32年鳥取県規則第 22号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、生物多様性保全活動支援事業補助金（以下「本補助金」とい

う。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）「生物多様性」とは、生物多様性基本法（平成 20年法律第 58号）第２条第１項に規定する

生物の多様性をいう。 

（２）「希少野生動植物」とは、鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例（平成 13 年鳥取県条

例第 51 号。以下「条例」という。）第２条第１項の規定により公告された希少野生動植物及

びレッドデータブックとっとり改訂版掲載種をいう。（ただし、条例第４条の規定により指定

された特定希少野生動植物を除く。） 

（３）「外来生物」とは、環境省及び農林水産省作成の「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれ

のある外来種リスト」掲載種をいう。 

（４）「県自然環境保全地域」とは鳥取県自然環境保全条例（昭和 49年鳥取県条例第 41号）第 13

条第１項で指定された地域をいう。 

 

（交付目的） 

第３条 本補助金は、生物多様性の保全等の活動又はその活動を通じた環境教育活動に取り組む

法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「団体」という。）に対して支援し、生物

多様性の保全・保護意識の醸成等を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」と

いう。）について、次に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

（１）別表の第２欄に掲げる者で対象事業に係る補助対象経費（対象事業に要する同表の第４欄に

掲げる経費をいう。以下同じ。）の額(仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63年法律第 108号）に規定する仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定

する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）を用い活動を行う

団体 

（２）別表の第３欄に掲げる者に対し、その者が行う対象事業（以下「間接補助事業」という。）に

係る補助対象経費の額(仕入控除税額を除く。）に同表の第５欄に定める率を乗じて得た額以上

の間接補助金を交付する市町村 

２ 本補助金の額は、補助対象経費の額に別表の第６欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗

じて得た額（同表の第７欄に定める額を限度とする。）以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成 23年鳥取県条例第 68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実

施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 



 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、原則として、補助事業を行う 14日前までに行わなければならな

い。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１

号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないと

きは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む直接又は間接補助対象経費の額に

補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をするこ

とができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から 14日以内に行う 

 ものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、

仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控

除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変

更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額する

ものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第７条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、第４条第１項に規定する

間接補助金（以下単に「間接補助金」という。）を交付するときは、その交付を受ける者（以下

「間接補助事業者」という。）に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表

の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた

内容の条件を付さなければならない。 

 

第 12条（第４項を除

く。）、第 13条、第 14

条、第 16条第２項後

段、第 17条、第 25条

及び第 26条 

 

 

 

 

 補助事業者等  間接補助事業者 

 交付決定  間接交付の決定 

 補助事業等  間接補助事業 

 知事  補助事業者 

 様式第２号による  補助事業者が定める 

 対象事業  間接補助事業 

 様式第３号に定める  補助事業者が定める 

 補助金等及び間接県費補助金等  間接補助金 

 

（承認を要しない変更） 

第８条  規則第 12条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業ごとに別表の第８欄に定める

もの以外の変更とする。 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（指示等の報告） 

第９条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第 13条又は第 16条第２項後段の規定に

準じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告

を受けたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第 10条 規則第 17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日ま



でに行わなければならない。 

（１）規則第 17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは

廃止の日から 20日を経過する日 

（２）規則第 17条第 1項第３号の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の４月 10

日。 

２ 規則第 17条第 1項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それ

ぞれ様式第１号及び様式第４号によるものとする。 

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実

績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」とい

う。）を超える場合は、直接又は間接補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなけ

ればならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額

が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控

除税額）を超えるときは、様式第５号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受け

て、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（間接補助金の支払い） 

第 11条 補助事業者は、間接補助事業に係る本補助金の支払いを受けたときは、その支払を受け

た額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第 12 条 規則第 25 条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40

年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知

事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第 25条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため、処分を制限する必要があると認められるもの 

３ 第６条第１項の規定は、規則第 25条第２項の承認について準用する。 

 

（間接的な財産処分の承認等） 

第 13条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第 25条第２項の規定に準じた内容の条

件に基づき、財産の処分を承認しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければな

らない。  

２ 第６条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３  補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第 25条第２項ただし書きの期間を定め

るに当たっては、前条第１項に定める期間より短い期間を定めてはならない。 

４  補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第 25条第２項第４号の財産を定めるに

当たっては、前条第２項に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産

を定めることを妨げない。 

 

（雑則） 

第 14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、生活環

境部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年４月 10日から施行し、平成 27年度の補助事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年３月 31日から施行し、平成 28年度の補助事業から適用する。 

 附 則 

この要綱は、平成 29年５月８日から施行し、平成 29年度の補助事業から適用する。 

 附 則 



この要綱は、平成 30年３月 27日から施行し、平成 30年度の補助事業から適用する。 

 附 則 

この要綱は、平成 31年３月 26日から施行し、平成 31年度の補助事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度の補助事業から適用する。 

 附 則 

この要綱は、令和３年３月 26日から施行し、令和３年度の補助事業から適用する。 

 附 則 

この要綱は、令和５年４月５日から施行し、令和５年度の補助事業から適用する。 



別表（第４条、第８条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主体 

３ 

間接補助事業実施主体 

４ 

補助対象経費 

５ 

間接 

補助率 

６ 

補助率 

７ 

補助限度額 

８ 

重要な変更 

（１）生物多様 

 性保全活動支

援事業 

次の各号のいずれにも該当する

団体とする。  

（１）鳥取県内に住所又は活動の

本拠を有すること。  

（２）組織及び運営に関する規定

等が定められていること。  

（３）宗教活動又は政治活動を目

的とした団体でないこと。  

（４）同一事業で他の補助金を活

用しないこと。 

（５）開発を実施する団体でない

こと。 

 １ 保全活動 

生物多様性の保全に資するために行われる、希少野生動植物

及びその他対応が必要と認められた種の保護等、外来生物の

防除等又は県自然環境保全地域の維持管理等にかかる経費。 

（１）資機材・原材料購入費（刈払い機、チェーンソー購入

費、消耗品（鋸、鎌）、燃料費、原材料・苗木の購入費等） 

 

（２）謝礼金・事務費（技術指導・学習会開催に係る講師又

は指導者に支払う謝金及び旅費、通信運搬費、資料作成・

印刷費、会場使用料等） 

（３）その他必要経費（交通費、傷害保険料、駆除した特定

外来生物の処分費・投棄料等その他事業の実施に必要と認

められる経費） 

２ 交流・活用 

生物多様性の保全に資するために行われる、希少野生動植物

保護、外来生物防除又は県自然環境保全地域の維持管理等に

おける他団体等との交流や活用にかかる経費。 

（１）他団体との交流会費（会場使用料、食糧費（茶菓代に

限る）等） 

（２）先進地視察費（謝金、交通費、施設入場料等） 

（３）専門的知見の導入（指導者・講師の謝金及び旅費等） 

（４）ボランティア受入れ費（保全活動後の交流経費、損害

保険等） 

（５）観察会等の準備費（観察会場の整備費、ＰＲにかかる

経費、資材購入等） 

（６）その他必要経費（事業の実施に必要と認められる経費） 

－ 10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1団体当たり

100千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本補助金の増額

を伴うもの 

 

（２）交付目的に特に

影響を及ぼすと

認められる内容

の変更 



（２）開発事業

における代償措

置支援事業 

次の各号のいずれにも該当する

団体とする。  

（１）開発を実施する団体で鳥取

県内に住所又は活動の本拠を

有すること。  

（２）組織及び運営に関する規定

等が定められていること。  

（３）宗教活動又は政治活動を目

的とした団体でないこと。  

（４）同一事業で他の補助金を活

用しないこと。 

 開発における代償措置 

生物多様性の保全に資するために行われる、開発予定地内の

希少野生動植物及びその他対応が必要と認められた種の代

償措置にかかる経費。 

（１）資機材・原材料購入費（ビオトープ等の造成、移植等

に必要な資機材費、燃料費、原材料購入費等） 

（２）技術指導費（移植地造成等に係る技術指導を受ける者

に支払う謝金、旅費、資料費、通信費、印刷費等） 

（３）その他必要経費（希少野生動植物等の生息等の確認、

一時飼育等にかかる経費等） 

 5/10 1団体当たり 

100千円 

（３）希少野生

動植物教育実践

活動支援事業 

 次の各号のいずれにも該

当する団体とする。  

(１)鳥取県内に住所又は

活動の本拠を有するこ

と。  

(２)組織及び運営に関す

る規定等が定められて

いること。  

(３)宗教活動又は政治活

動を目的とした団体で

ないこと。  

(４)同一事業で他の補助

金を活用しないこと。 

身近に生息する希少野生動植物の保全活動を通じた地域の

環境教育活動の実施にかかる経費。 

（１）現地調査費（旅費、人件費、委託費等） 

（２）資機材・原材料購入費（保全活動や教育活動に必要な

資材の購入費等） 

（３）環境学習会、観察会経費 （指導者・講師の謝金及び

旅費、資料等作成費、資料等印刷費等） 

（４）環境学習施設整備費（委託費、工事請負費、備品購入

費等） 

（５）その他必要経費（通信運搬費、傷害保険料等その他事

業の実施に必要と認められる経費） 

 

※委託費及び工事請負費については、県内事業者が実施する

ものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発

注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。 

10/10 5/10 1団体当たり

1,000千円 

※補助対象経費については、代金の支払方法が、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによるものを除く。



様式第１号（第５条、第 10条関係） 

 

年度生物多様性保全活動支援事業計画（報告）書 

 

１ 交 付 対 象 事 業 名  

２ 事業実施主体の名称 

（代表者氏名） 

 

３ 事 業 の 目 的  

４ 事 業 実 施 場 所 
 

５ 事 業 の 内 容 

  及 び 実 施 状 況 

 

６ 事 業 費 の 内 訳 

                      （単位：円） 

区分 金額 摘要 

   

   

   

   

   

   

   

合計   
 

７ 事業実施（予定）期間 年  月  日 ～   年  月  日 

８ 事 業 の 効 果  

９ 他に活用する補助金 

名  称  

事業内容  

問合せ先  

10 その他  

11消費税の取り扱い 

一般課税業者・簡易課税事業者・免税事業者・特定収入割合が５％を超えてい

る公益法人等・地方公共団体・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者 

※該当するものがあれば○をしてください。 

１．別表の第１欄に掲げる事業毎に作成することとし、第１欄に事業名を記載すること。 

２．委託費及び工事請負費について、県内事業者への発注が困難である場合は、第 10欄にその理由を記載すること。 

３．添付資料は次のとおりとする。 

（１）別表第１欄の（１）の事業については、法人定款又は団体規約等、事業実施場所の位置図(縮尺１：50,000以上の地

形図)、事業の計画(実績)の状況がわかる図面(縮尺１：5,000以上の概要図) 、事業実施場所の天然色写真（事業の

実施状況がわかる天然色写真）、事業費の算出基礎がわかる資料、その他参考となる資料とする。 

   なお、実績報告書として提出する際は、事業費の算出基礎がわかる資料を、事業費の支出状況がわかる資料（領収 

書等の写し）とし、法人定款又は団体規約等を除くものとする。 

（２）別表第１欄の（１）３の事業については、前項に加え、代償措置等についての計画書を提出するものとする。計画書

には、開発前の状況の天然色写真等、代償措置における対象とする希少野生動植物等の生息地等への配慮事項、造

成する構造物の構造や使用資材、維持管理についての考え等を記載するものとする。なお、前項の法人定款又は団

体規約等については、実際に工事を行う者であることを証明する書類で可とする。 

（３）別表第１欄の（２）の事業については、事業実施場所の位置図(縮尺１：50,000以上の地形図)、事業の計画(実績)

の状況がわかる図面(縮尺１：5,000以上の概要図) 、業実施場所の天然色写真（事業の実施状況がわかる天然色写

真）、その他参考となる資料とする。 



様式第２号（第５条関係） 

 

年度生物多様性保全活動支援事業補助金収支予算書 

 

 

   収 入                                                   （単位：円） 

 

科 目 

 

予算額 

 

摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   支 出                                                   （単位：円） 

 

科 目 

 

予算額 

 

摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号(第６条関係) 

                              

                             年  月  日 

              様 

                     職   氏   名     印   

 

年度生物多様性保全活動支援事業補助金交付決定通知書 

 

 年 月 日付第 号（以下「申請書」という。）で申請のあった生物多様性保全活動支援事業補

助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32年鳥取県規則第

22号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定し

たので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

 本補助金の補助事業は、「生物多様性保全活動支援事業補助金」とし、その内容は、○○○○○

○○とする。 

２ 交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

 （１）算定基準額   金        円 

 （２）交付決定額   金        円 

３ 経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、○○○○とす

る。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

４ 本補助金の額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、生物多様性保全活動支援事業補助金交

付要綱（平成２７年４月１０日付第２０１５００００５７０８号生活環境部長通知。以下「要綱」

という。）第４条第２項及び６条３項の規定を適用して算出した額と、前記２の（２）の交付決定

額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

５ 補助規程の遵守 

 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等については、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 



様式第４号（第 10条関係） 

 

年度生物多様性保全活動支援事業補助金収支決算書 

 

 

  収 入                                                     （単位：円） 

 

 

科 目 

 

 

 

予算額 

 

 

 

決算額 

 

 

比  較 

 

 

摘 要 

 

 

増 

 

減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  支 出                                                    （単位：円） 

 

 

科 目 

 

 

 

予算額 

 

 

 

決算額 

 

 

比  較 

 

 

摘 要 

 

 

増 

 

減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第 10条関係） 

 

                            年  月  日 

 

 

 

鳥取県知事 様 

 

 

 

                    職  氏  名                  

                   （団体にあっては名称及び代表者氏名） 

 

 

   年度生物多様性保全活動支援事業補助金仕入控除税額確定報告書 

 

    年  月  日付第  号により交付決定があった生物多様性保全活動支援事業補

助金について、補助金交付要綱第１０条第４項規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 鳥取県補助金等交付規則第 18条に基づく額の確定額又は事業実績報告額 

 

金        円 

 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

金        円 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

 

                金               円 

 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

 

                金         円 

 

５ 添付資料 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 別紙（第 10条関係） 

年 月 日 

 

 

鳥取県知事 様 

 

 

 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

 

１ 法人名 

 

２ 法人住所 

 

３ 代表者職氏名 

 

４ 補助事業名 

 

５ 補助金額 

 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

 

（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区        分 課税仕入れ 

 
非課税仕入

れ 
合計 課税売上 

対応分 

非課税売上

対応分 

共通対応分 

経

費

の

内

訳 

       

       

       

       

 

（２）課税売上割合     ％ 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 


